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学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 

このことについて、別添（写）のとおり、文部科学省初等中等教育局長から通知があり

ました。 

つきましては、個別の教育支援計画の作成にあたって、今回の改正の趣旨、概要及び留

意事項等について十分に了知し、適切に作成及び活用するようお願いいたします。 

なお、本県においては、個別の教育支援計画について、下記のように考えることができ

るとしていますので、併せて留意願います。 

記 

１ 個別の教育支援計画について 

児童生徒の現状に応じながら、必要に応じて以下の内容を個別の指導計画に取り入れ

たり、個別の指導計画と一緒に以下の内容が記載されている用紙をファイリングしたり

している場合は個別の教育支援計画として考えることができる。 

２ その他 

 ○将来の願う姿を保護者と共有しながら、現時点での目標等を設定すること。 

 

 

 

 

 

 

【「個別の指導計画」に取り入れた例】 

・保護者から得た情報を記載する。 

・医療、福祉、労働等、関係機関から得た情報を記載する。 

・入学前の園、学校等から得た情報を記載する。または、資料をファイリングする。 

・家庭での取組などを記載するシートを追加する。 

・複数年度を見越した目標（保護者、学校の願い等を含む）や各年度の取組を記載する

シートを追加する。 

・学習面以外の生活面、健康面、進路面についても記載できるスペースを追加する。 

・医療、福祉、労働、地域等、関係機関担当者との支援ネットワークの関わりについて

記載する。 

・進路指導担当者の記載スペースを追加する。 
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